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❶ 背景・目的 

 

１ 背景 

 我が国では、1960年代の高度経済成長期において、急激な人口増加や社会環境の変化が

起こりました。こうした時代の流れや市民ニーズの多様化などに応える形で、全国の自治体が教

育文化施設やコミュニティ施設などの建設と共に、道路や下水道等の多くの公共施設の整備を

積極的に進めてきました。 

 この時期に整備された公共建築物は建設後すでに相当の年数が経過しており、大規模改修

や建替えの一つの目安とされる築後 40年を経過した施設も多く存在し、大規模な改修・修繕が

必要となる時期が到来しつつあります。また、時代の変化とともに、人々の生活スタイルも様変わ

りし、一部の施設では建設当時の想定や目的とは異なった利用がされているものも見受けられる

ようになってきました。 

本市においても同様の問題を抱えていますが、市民の財産である公共建築物を有効活用す

るとともに、今後の財政状況や社会情勢を見据えた行政サービスの拠点として再構築し、持続

可能なまちづくりを推進していく必要があります。 

そこで、本市は、平成 29 年 3 月にファシリティマネジメントの考え方を取り入れた「公共施設

等総合管理計画（以下「総合管理計画」という）」を策定しました。 

総合管理計画では、施設マネジメントを「品質」「供給」「財務」の課題として捉え、入口戦略と

して「①全庁的な体制と情報共有」「②PPP・PFIの活用」「③広域連携の検討」、出口戦略として

「④施設総量の適正化」「⑤施設の長寿命化」「⑥定期的な点検の実施」「⑦財務負担の削減

（不用財産の売却、公共施設等管理基金への積み立てなど）」を７本の柱として取り組むことに

より、安全・安心で質の高い施設サービスの提供と持続可能で安定的な財政運営を目指すこと

を目標としています。 

 

２ 目的 

 「子育て支援施設の個別施設計画（以下「本計画」という）」は、前述の総合管理計画における

出口戦略の 1 つである「⑤施設の長寿命化」「⑥定期的な点検の実施」を推進するために策定

するものです。 

 本市が保有する公共建築物のうち、「次世代に引き継ぐもの（今後も継続して使用するもの）」

については、総合管理計画で定めたとおり、目標使用年数として鉄筋コンクリート造建築物の標

準耐用年数（「建設工事標準仕様書 JASS5鉄筋コンクリート工事」日本建築学会）である 65年

以上使用し続けることを前提に維持管理計画を策定し、施設の長寿命化を目指します。 
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３ 計画期間 

 計画期間は、概ね 10 年とします。ただし、この期間内でも人口動態、社会経済情勢、国の補

助制度、起債制度などの動向により、柔軟に計画を見直すこととします。 

 

４ 対象施設 

 本市が保有する子育て支援施設（子ども未来園、児童センター、心身障害児通園施設こすも

す園、犬山幼稚園） 

 

 

❷ 施設の設置目的と実態 

 

１ 設置目的等 

 施設ごとの設置目的、状況及び動向は次のとおりです。 

 

 子ども未来園                                                  

◆ 設置目的：児童福祉法に基づき、保護者の労働、疾病その他の事由により、家庭において

必要な保育を受けることが困難な乳幼児を保育するため、子ども未来園（保育園）を設置するも

のです。 

◆ 子ども未来園は、五郎丸、上木、城東、今井、羽黒、楽田、羽黒北、楽田西、丸山、城東

第２、羽黒南、楽田東、橋爪の計 13施設、定員計１，５４７名となっています。 

◆ 羽黒南、楽田東は認定こども園、今井は城東第２子ども未来園の分園です。 

◆ 待機児童は、令和２年４月現在、０人です。 

 

 児童センター                                                  

◆ 設置目的：児童福祉法に基づき設置する施設として、幼児及び児童を集団的、個別的に

指導して健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子供会、地域活動クラブ等の地域組織活

動の育成助成を図ることを目的としています。また、運動を主とする遊びを通して体力増進を図

る指導機能と、年長児童に対する育成機能を有しています。 

◆ 児童センターは、羽黒、犬山西、犬山南、城東、楽田、東の計 6施設となっています。 

 

 心身障害児通園施設・児童発達支援事業実施施設 こすもす園                                      

◆ 設置目的：児童福祉法に規定する心身障害児通園施設として、市内の障害児とその保護

者に対し、通園による集団療育の場を与え、自主性と社会性を高め日常生活への適応能力の

増進を図ることを目的としています。また、同じく児童福祉法に規定する児童発達支援事業の

実施施設として、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練並びに保護
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者に対する療育上の助言及び指導を行うことを目的としています。 

◆ 定員は、３０名です。 

 

 犬山幼稚園                                                  

◆ 設置目的：学校教育法に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼

児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する

ため、幼稚園を設置するものです。  

◆ 犬山幼稚園は、大正２年に私立幼稚園として開園し、大正５年以降公立幼稚園となりまし

た。以後、市内唯一の公立幼稚園として、幼児教育活動を中心に、地域に根差した子育て施

設として運営しています。 

◆ 定員は、１６０名です。 

◆ 昭和６２年３月に、現在の場所に移転しています。 

 

２ 基本データ（建築年、築年数、構造、劣化状況等） 

子育て支援施設の基本データ及び凡例の説明は、以下のとおりです。 

表 1-1 子ども未来園の基本データ 

施設名称 建築年 構造 階数 耐震性 面積（㎡） 備考 

丸山子ども未来園 1974 S 1 改修済 982.05  

上木子ども未来園 1975 RC 2 有 1,0６６.74  

橋爪子ども未来園 1980 RC 1 有 943.83  

五郎丸子ども未来園 1972 S 1 改修済 1,050.28  

城東子ども未来園 1979 RC 2 有 1,251.14  

城東第 2子ども未来園 1974 S 1 改修済 938.95  

今井子ども未来園 1979 S 1 改修済 432.67 
城東第２子ども

未来園分園 

羽黒子ども未来園 1980 RC 2 有 1,213.63  

羽黒北子ども未来園 1971 S 1 改修済 946.78  

羽黒南子ども未来園 1975 S 1 改修済 987.65 認定こども園 

楽田子ども未来園 1983 RC 1 新 1,224.98  

楽田西子ども未来園  1973 S 1 有 995.31  

楽田東子ども未来園 1975 S 1 改修済 971.88 認定こども園 
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表 1-2 児童センターの基本データ 

施設名称 建築年 構造 階数 耐震性 面積（㎡） 備考 

城東児童センター 1980 RC 1 有 299.29  

楽田児童センター 2013 S 2 新 791.35  

羽黒児童センター 1981 S １ 新 348.97  

犬山西児童センター 1991 RC １ 新 365.89  

犬山南児童センター 1999 RC 1 新 395.14  

東児童センター 1993 RC 1 新 378.80 
平成 30年度 

多機能化 

※ 城東第 2児童クラブ室（城東小学校敷地内のプレハブ）は含んでいません。 

 

表 1-3 心身障害児通園施設こすもす園の基本データ 

施設名称 建築年 構造 階数 耐震性 面積（㎡） 備考 

こすもす園 1996 S 1 有 483.00  

 

表 1-4 犬山幼稚園の基本データ 

施設名称 建築年 構造 階数 耐震性 面積（㎡） 備考 

犬山幼稚園 1987 S 1 新 841.50  

 

 

【表 1-1から 1-4の凡例説明】 

◆ 構造の「RCは鉄筋コンクリート造」、「Sは鉄骨造」を示します。（SRCは鉄骨鉄筋コンクリート 

造、Wは木造） 

◆ 耐震性の「新は新耐震基準のため耐震性あり」、「改修済は耐震改修済み」、「有は耐震診 

  断の結果耐震性あり」、「未は耐震診断未実施」を示します。 

◆ 階数の「Bは地下」を示します。 

◆ 面積（㎡）は「延床面積」を示しますが、小規模な倉庫、駐輪場、管理事務所、トイレなどの

附属施設は除外しています。 
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３ 運営・活用状況 

◆ 子ども未来園の年間入所児童数の推移（過去 5年分）を以下に示します。 

表 2-１ 子ども未来園の年間入所児童数（各年度３月１日現在）     （単位：人） 

施設名称 定員 H27 H28 H29 H30 R1 

丸山子ども未来園 144 122 120 105 105 106 

上木子ども未来園 159 108 103 107 102 95 

橋爪子ども未来園 105 77 80 73 62 65 

五郎丸子ども未来園 120 103 100 97 92 94 

城東子ども未来園 156 142 135 134 113 113 

城東第 2子ども未来園 165 121 111 97 95 83 

今井子ども未来園 23 12 6 5 4 2 

羽黒子ども未来園 105 78 72 68 80 82 

羽黒北子ども未来園 117 104 98 99 99 101 

羽黒南子ども未来園 114 70 77 80 82 76 

楽田子ども未来園 120 92 86 81 91 92 

楽田西子ども未来園  114 86 83 81 82 82 

楽田東子ども未来園 105 72 57 46 55 62 

合 計 1,547 1,187 1,128 1,073 1,062 1,053 

 

◆ 児童センターの利用状況（過去 5年分）を以下に示します。 

表 2-2 児童センターの年間利用者数                     （単位：人） 

施設名称 H27 H28 H29 H30 R1 

城東児童センター 19,928 21,100 3,196 3,494 2,056 

楽田児童センター 29,876 33,674 9,355 9,932 8,631 

羽黒児童センター 21,982 20,628 5,215 5,041 4,870 

犬山西児童センター 35,036 24,559 11,195 11,144 7,002 

犬山南児童センター 23,753 22,920 6,428 6,212 4,234 

東児童センター 20,884 23,041 6,212 6,545 16,935 

※H28以前は児童クラブ利用者を含んでいるため、H29以降と大きく乖離がある 

 

◆ こすもす園の利用状況（過去 5年分）を以下に示します。 

表 2-3 こすもす園の年間入所児童数                    （単位：人） 

施設名称 定員 H27 H28 H29 H30 R1 

こすもす園 30 3,610 3,610 3,230 3,048 1,771 

 

◆ 犬山幼稚園の年間入所児童数の推移（過去 5年分）を以下に示します。 

表 2-4 犬山幼稚園の年間入園児童数（各年度５月１日現在）      （単位：人） 

施設名称 定員 H27 H28 H29 H30 R1 

犬山幼稚園 160 120 119 111 107 113 
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❸ 施設整備の基本的な方針 

 

１ 施設の規模・配置計画等の方針 

（１）年齢区分別年少人口の推移と推計 

本市の令和６年までの年少人口の推計をみると、平成２７年以後、減少が続いています。令

和元年以降の推計でも減少していく予想となっており、令和６年には７，７９４人と、平成２７年と

比較すると２割程度の減少となっています。 

出展：第２期犬山市子ども子育て支援事業計画 

平成 27年～平成 30年実績：住民基本台帳・外国人登録台帳（各年９月 30日現在） 

令和元年～令和 6年推計：コーホート変化率法 により算出 

 

（２）子ども未来園の今後の方針 

   ３歳未満児の人口は減少と見込むものの、保育ニーズは高まりの状況にあるため、在園児

割合としては上昇傾向にあるものと見込みます。 

   ３歳以上児の在園率は、ほぼ横ばいと見込みます。 

① ０歳児（R2年度以降は見込）                   単位：年度・人 

                                     H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

園児数 62 69 68 60 64 60 60 60 59 59 

0 歳児人口 493 481 468 459 413 448 439 429 421 412 

在園児割合（%） 12.6 14.3 14.5 13.1 15.5 13.4 13.7 14.0 14.0 14.3 

各年度 3 月 1日現在 
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② １・２歳児（R2 年度以降は見込）                 単位：年度・人 

                                     H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

園児数 339 322 336 363 354 357 367 373 378 383 

1･2 歳児人口 1,094 1,034 1,041 1,021 981 924 914 897 877 859 

在園児割合（%） 31.0 31.1 32.3 35.6 36.1 38.6 40.2 41.6 43.1 44.6 

各年度 3 月 1日現在 

 

③ ３歳以上児（R2 年度以降は見込）                 単位：年度・人 

                                     H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

園児数 935 869 806 781 798 739 714 686 663 654 

3～5 歳児人口 1,912 1,826 1,713 1,650 1,582 1,563 1,510 1,450 1,402 1,383 

在園児割合（%） 48.9 47.6 47.1 47.3 50.4 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 

各年度 3 月 1日現在 

 

令和元年 11 月に策定した「子ども未来園 施設整備 10 ヶ年計画」に基づき、施設整備の

基本方針を定めました。 

この計画では、橋爪及び五郎丸子ども未来園は、統合により公設公営で、羽黒及び羽黒北

子ども未来園は、統合により民設民営で設置することとしています。 

建替え時期等が確定していない子ども未来園については、本計画を進める中で改めて検討

し公表していきます。 

 

＜主な方針＞ 

・未満児保育の受入人数の充実（３歳未満児保育ニーズに対応） 

・子ども未来園の統合にあわせた一部民営化（民設民営） 

・市内全体の保育所定員数は維持 

 

（３）児童センターの今後の方針 

  児童センターは、施設の長寿命化を図るほか、今後の年少人口の減少に伴い、新設する子

ども未来園への機能統合や施設の再配置も含め検討していきます。 

 

児童センター利用者数（Ｒ２年度以降は見込）              単位：年度・人 

施設名称 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 

城東児童センター 3,196 3,494 2,056 2,035 2,014 1,994 1,974 1,954 

楽田児童センター 9,355 9,932 8,631 8,544 8,459 8,374 8,290 8,207 

羽黒児童センター 5,215 5,041 4,870 4,821 4,773 4,725 4,678 4,631 

犬山西児童センター 11,195 11,144 7,002 6,931 6,862 6,794 6,726 6,658 

犬山南児童センター 6,428 6,212 4,241 4,191 4,149 4,108 4,067 4,026 

東児童センター 6,212 6,545 16,935 16,765 16,597 16,432 16,267 16,105 
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今後新設する子ども未来園への機能統合や将来的な年少人口の減少に伴う再配置を進め

る場合は、全体としてのサービス低下を招くことがないよう、周辺施設とのバランス等を考慮する

ほか、既存児童センターの機能拡充なども含め十分な検討を行います。 

 

（４）こすもす園の今後の方針 

 年少人口の減少や民間の児童発達支援事業者の増加に伴い、利用者数の減少が見込まれ

ますが、発達障害や肢体不自由といった障害を有する子どものため、母子通園という特色ある

施設として引き続き配置していく方針です。 

 

こすもす園利用者数（Ｒ２年度以降は見込）               単位：年度・人 

                                     H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 

利用者数 5,021 4,549 3,686 3,304 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 

各年度 3 月 1日現在 

 

（５）犬山幼稚園の今後の方針 

 今後の年少人口の減少に伴い、園児数は減少していくことが見込まれますが、歴史ある市内

唯一の公立幼稚園として、引き続き配置していく方針です。 

 

犬山幼稚園の園児数（Ｒ３年度以降は見込）                単位：年度・人 

                                     H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 

園 児 数 120 119 111 107 113 94 107 103 100 99 

各年度 5 月 1日現在 

 

２ 改修等の基本的な方針 

 

（１） 再配置計画と長寿命化（前提条件） 

再配置計画（施設の統廃合等）については、方向性が定まった施設もありますが、具体的な

実施時期が決定されているものではありません。 

本計画は、施設の長寿命化を主なテーマとしていることから、施設の統廃合等の方向性が計

画策定時点で概ね決定されている施設以外は、原則として長寿命化するものとして整理します。 

 

（２） 目標耐用（使用）年数の設定 

 長寿命化を定義する場合には、「いつまで使用するか」という「目標耐用（使用）年数」の設定

が必要不可欠です。建物の耐用年数については、表 3-1 に示すように様々なものがあり、一義

的に決まるものではありませんが、その長さは一般的に「物理的耐用年数＞経済的耐用年数＞

法定耐用年数＞機能的耐用年数」といわれています。 
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 本市の総合管理計画では、「保有する公共建築物のうち、次世代に引き継ぐものについては、

目標耐用年数として鉄筋コンクリート造建築物の標準耐用年数である 65 年以上使用し続ける

ことを前提に維持管理計画を策定し、施設の長寿命化を目指します」としています。 

 また、「日本建築学会・建築物の耐久計画に関する考え方」では、目標耐用年数の最大値は

80年としています。 

 したがって、子育て支援施設のうち統廃合等を想定しない施設は、原則として、65 年以上（最

長 80年）使用することを目標とします。 

 

表 3-1 耐用年数の種類 

物理的耐用年数 

 

建築物の躯体や構成材が物理的あるいは、化学的原因により劣化し、要求

される性能を下回る年数 

【鉄筋コンクリート造（RC）、鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC）】 

◆「日本建築学会・建築工事標準仕様書 JASS5鉄筋コンクリート工事（標 

準供用級として 65年）」 

◆「日本建築学会・建築物の耐久計画に関する考え方（普通品質鉄筋コン

クリート造の建築物の耐用年数の代表値として 60 年、目標耐用年数は 50

～80年）」 

【鉄骨造（S）】 

◆「日本建築学会・建築物の耐久計画に関する考え方（鉄骨造：重量鉄骨 

普通品質の建築物の耐用年数の代表値として 60年、目標耐用年数は 50 

～80年） ※ 軽量鉄骨の場合はそれぞれ 40年、30～50年」 

【木造（W）】 

◆「日本建築学会・建築物の耐久計画に関する考え方（木造の建築物 

の耐用年数の代表値として 40年、目標耐用年数は 30～50年）」 

経済的耐用年数 

 

継続使用するための補修・修繕費その他の費用が、改築又は更新する費用

を上回る年数 

法定耐用年数 

 

減価償却費を算出するために、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に 

関する省令」で定められた年数 

【鉄筋コンクリート造（RC）】 

◆事務所又は美術館用のもの：50年 

【鉄骨造（S）】 

◆事務所又は美術館用のもので骨格材の肉薄 4 ミリ超：38年 

【木造（W）】 

◆事務所又は美術館用のもの：24年 

機能的耐用年数 

 

使用目的が当初の計画から変わったり、建築技術の革新や社会的要求が

向上して陳腐化したりする年数 
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（３） 一般的な長寿命化のメリットと実際の施設マネジメントにあたっての留意事項 

長寿命化のメリットとしては、一般的に「建替えと比較して構造体（柱や梁）の工事が大幅に減

少するため、工事費用の縮減や工期の短縮が可能」、「長寿命化改修への転換により、限られ

た予算でより多くの施設の安全性を確保しつつ、機能の向上を図ることができる」、「建て替えと

比べて廃棄物排出量や二酸化炭素発生量が減少し、環境負荷が低減する」と言われています。 

 ただし、すべての建物に該当するものではなく、構造体や設備等の劣化状況などの要因により、

長寿命化よりも解体して、建て替えをした方が良い場合もあります。 

 以上のことから、実際に施設マネジメント（長寿命化、建て替え、廃止など施設の方向性の決

定）をする場合は、総合的にメリットの大きな手法を選択していくこととなります。 

 とりわけ、長寿命化改修の検討にあたっては、構造体の詳細診断を実施し、長寿命化に適す

る施設かを見極めることを前提とします。 

また、詳細診断、それ以降の長寿命化、建て替え、廃止などの施設の方向性については、犬 

山市総合計画（実施計画）において決定することとします。 

 

構造体の詳細診断 

 構造体の詳細診断とは、「設計士や専門業者などを活用して（コストをかけて）実施する調査で、

棟ごとにコンクリートのコア抜き・中性化試験、部材接合部の劣化度の検証などを実施すること」

をいい、この結果から長寿命化の可否を判断します。 

 なお、実施時期については、原則として建築後 50 年程度を目安に実施することとし、内容は

建物の構造や規模に応じてその都度定めることとします。 
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図 3-1 長寿命化のイメージ図と解説（鉄筋コンクリート造の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【解説】 

 ・縦軸は建物の水準（機能・性能）、横軸は経過年数を示します。 

 ・竣工（建物の完成）から年数が経過すると共に、社会的要求水準は高くなっていきます。これに伴い施設全体の機 

能に重度の支障が発生する水準も高くなっていきます。 

 ・竣工から年数が経過すると、経年による機能・性能の劣化により、青色の矢印のように建物の水準は低くなります。 

 ・施設全体に重度の支障が発生する水準に達しないように、随時改修を実施し、赤い矢印のように建物の水準をア 

ップします。 

 ・随時の改修では限界があるため、法定耐用年数の概ね中間期に大規模改修を実施し、赤い矢印のように、竣工 

時の水準までアップします。 

 ・その後、随時改修を実施しますが、法定耐用年数に差し掛かると、施設全体の機能に重度の支障が発生する水 

準に差し掛かるため、建て替えをするのか長寿命化改修をするのか決断をしなければならない時期が訪れます。 

 ・長寿命化改修の実施検討にあたっては、事前に詳細診断（コンクリートのコア抜き・中性化試験）を実施して、長寿 

命化改修に適する建物か判断をしなければなりません。 

 ・長寿命化改修を実施し、随時改修をしながら法定耐用年数を超えて使用したとしても、いずれ限界が訪れます。 

その限界は概ね 80年と言われています。よって、80年を目標耐用（使用）年数として設定しています。 

 ◆ 大規模改修：主に現状回復を目的とする改修 

例） 外壁、内装等の改修、屋上防水等の改修、トイレ改修等、電気・空調設備改修等 

 ◆ 長寿命化改修：主に現状回復に加え機能向上を目的とする改修 

   例） 外壁、内装等の改修、屋上防水等の改修、トイレ改修等、電気・空調設備改修等 に加え 

      コンクリートの中性化対策、鉄筋の腐食対策、給排水管の更新、耐久性に優れた仕上げ材への更新 

      バリアフリーなど多様な社会的要求への対応 

建物の水準 

竣工 ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ８０年 
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経年による機能・性能の劣化 
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❹ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

 

１ 改修等の整備水準（中長期的な視点） 

 子育て支援施設は、耐震性能に関しては、1981 年以降に建設された新耐震の建物は特に

問題はなく、その他の施設についても耐震診断・耐震改修を実施し、耐震性の確保に努めてい

ます。 

 これまで、施設管理者による日常的な点検を実施し、不具合カ所を早期発見し、定期的に修

繕、または大規模改修し、原状回復に努めてきました。 

今後は、継続して予防保全に努めながら、本計画に基づき長寿命化のための改修についても

建築後 50年程度を目安に検討していきます。 

また、社会ニーズの変化などから施設に要求される性能は高まることが予想されるため、大

規模改修や建て替え時には、利用者の意見を可能な限り反映させることに努め、施設水準の向

上を図っていきます。 

 

２ 日常的な維持管理の項目・手法等（短期的な視点） 

（１） 維持管理の基本的な考え方 

日常的な維持管理を適正に実施することにより、予防保全（不具合カ所を早期発見し、コスト

や時間のかかる大規模な修繕、改修が必要となる事態を可能な限り少なくすること）に努めます。 

図 4-1の「みる（観察）→わかる（状況判断）→きめる（意思決定）→うごく（行動）」のループを

継続的に繰り返すことにより、現場の問題解決能力を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 日常的な維持管理のイメージ 
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み る 
 

状況判断 

わかる  

意思決定 

きめる 

 

行動 

うごく 
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（２） 維持管理の実施にあたって 

維持管理の実施にあたっては、このたび導入した公共施設管理システム（Cross Point FM）に

搭載の「施設点検シート」を活用し、継続的に施設の観察を実施し、実態把握を図ります。 

これとあわせて、コストをかけて実施する法定点検（電気工作物、消防用設備等の設備保守

点検業務委託など）による報告書等からの情報を基に、劣化・修繕必要箇所の抽出をし、保全

計画を立案します。 

保全計画の実施にあたっては、予算が限られることから、財政担当部局と施設管理課が協議

をし、優先順位を決定した上で行います。 

なお、突発的な事故、設備の停止などで施設の稼働に支障があるなど、緊急を要し早期対

応が必要なケースで、既決予算で対応が困難な場合は、予備費を充用することで対応します。 

 

 

❺ 長寿命化等の計画と直近 5年の保全計画 

 

１ 改修等の優先順位付けと長寿命化等の計画 

（１） 優先順位の考え方 

 日常点検による劣化診断、建築後 50 年程度を目途に実施する詳細診断、統廃合の計画な

どから総合的に判断します。 

 

（２） 長寿命化等の計画（中長期保全計画） 

 個別の施設ごとに、今後の施設の整備に関する計画を表 5-1のとおり策定しました。 

 具体的な改修内容、実施の優先順位や事業年度、事業費については、別途実施する詳細診

断の結果やその時点での社会情勢等を踏まえ、犬山市総合計画（実施計画）において決定しま

す。 
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表 5 -1 長寿命化等の計画 

施設名称 建築年 経過年数 
中期計画 

～2030（R12） 

長期計画 

～2040（R22） 

超長期 

～2050（R32） 

丸山子ども未来園 1974 47 
詳細診断 

長寿命化改修 
定期修繕 建て替え検討 

上木子ども未来園 1975 46 
詳細診断 

長寿命化改修 
定期修繕 建て替え検討 

橋爪子ども未来園 1980 41 ２園を統合して１園とする計画であるため、定期的な修繕に

より維持管理していく 五郎丸子ども未来園 1972 49 

城東子ども未来園 1979 42 詳細診断 
定期修繕 

長寿命化改修 
建て替え検討 

城東第2子ども未来園 1974 47 詳細診断 
定期修繕 

長寿命化改修 
建て替え検討 

今井子ども未来園 1979 42 
詳細診断 

長寿命化改修 
定期修繕 建て替え検討 

羽黒子ども未来園 1980 41 ２園を統合して１園とする計画であるため、定期的な修繕に

より維持管理していく 羽黒北子ども未来園 1971 50 

羽黒南子ども未来園 1975 46 
詳細診断 

長寿命化改修 
定期修繕 建て替え検討 

楽田子ども未来園 1983 38 定期修繕 

再配置検討 

長寿命化改修 

楽田西子ども未来園  1973 48 

楽田東子ども未来園 1975 46 

城東児童センター 1980 41 定期修繕 
定期修繕 

再配置検討 

定期修繕 

再配置検討 

楽田児童センター 2013 8 定期修繕 定期修繕 定期修繕 

羽黒児童センター 1981 40 
定期修繕 

再配置検討 

定期修繕 

再配置検討 

定期修繕 

再配置検討 

犬山西児童センター 1991 30 定期修繕 定期修繕 
詳細診断 

長寿命化改修 

犬山南児童センター 1999 22 定期修繕 定期修繕 
詳細診断 

長寿命化改修 

東児童センター 1993 28 定期修繕 定期修繕 
詳細診断 

長寿命化改修 

こすもす園 1996 25 定期修繕 定期修繕 
詳細診断 

長寿命化改修 

犬山幼稚園 1987 ３４ 定期修繕 定期修繕 
詳細診断 

長寿命化検討 

 

２ 直近 5年の保全計画（短期保全計画） 

 個別の施設ごとに、直近 5 年の短期的な保全計画を表 5-2 のとおり策定しました。2021 年
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度（令和 3 年度）は予算額を記載しています。2022 年度（令和 4 年度）以降は計画額を記載

しており、決定されたものではなく見込みを記載しています。 

 

表 5-2 短期保全計画（子ども未来園）                     単位：千円 

施設名 区分 

実施時期 

2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6） 2025（R7） 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

丸山 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 235 175 175 175 175 

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

上木 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 235 175 175 175 175 

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 235 10,500 175 175 175 

橋爪 

子ども未来園 

構造 0  0  0  

統合による 

移転予定 

統合による 

移転予定 

建築 235 175 175 

電気設備 910  0  0  

機械設備 235 175 175 

五郎丸 

子ども未来園 

構造 0  0  0  

建築 1,535 175 175 

電気設備 0  0  0  

機械設備 235 175 175 

城東 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 10,575 175 175 175 175 

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

城東第２ 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 235 175 175 175 175 

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

今井 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 1,140 175 175 175 175 

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 230 175 175 175 175 
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羽黒 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 235 175 175 175 175 

電気設備 1,080  0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

羽黒北 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 235 175 175 175 175 

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

羽黒南 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 235 175 175 175 175 

電気設備 1,420  0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

楽田 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 235 175 175 175 175 

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

楽田西 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 1,135 175 175 175 175 

電気設備 910 0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

楽田東 

子ども未来園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 1,035 175 175 175 175 

電気設備 1,555  0  0  0  0  

機械設備 235 175 175 175 175 

合計 26,225 14,875 4,550 3,850 3,850 
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表 5-3 短期保全計画（児童センター） 

施設名 区分 

実施時期 

2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6） 2025（R7） 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

城東児童センター 

構造 0  0  0  0  0  

建築 300  300  300  300  300  

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 0  0  0  0  0  

楽田児童センター 

構造 0  0  0  0  0  

建築 1,510  300  300  300  300  

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 0  0  0  0  0  

羽黒児童センター 

構造 0  0  0  0  0  

建築 300  300  300  300  300  

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 0  0  0  0  0  

犬山西児童センター 

構造 0  0  0  0  0  

建築 300 300  300  300  300  

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 0  0  0  0  0  

犬山南児童センター 

構造 0  0  0  0  0  

建築 300  300  300  300  300  

電気設備 1,085  0  0  0  0  

機械設備 0  0  0  0  0  

東児童センター 

構造 0  0  0  0  0  

建築 300  300  300  300  300  

電気設備 850  0  0  0  0  

機械設備 0  0  0  0  0  

合計 4,945  1,800  1,800  1,800  1,800  

 

  



18 

 

表 5-4 短期保全計画（こすもす園） 

施設名 区分 

実施時期 

2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6） 2025（R7） 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

こすもす園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 350  350  350 350  350  

電気設備 0  0  0  0  0  

機械設備 0  0  0  0  0  

合計 350  350  350  350 350  

 

 

表 5-5 短期保全計画（犬山幼稚園） 

施設名 区分 

実施時期 

2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6） 2025（R7） 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

犬山幼稚園 

構造 0  0  0  0  0  

建築 703 150 150 150 150 

電気設備 1,000 0  0  0  0  

機械設備 500 150 150 150 150 

合計 2,203  300 300 300 300 
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❻ 長寿命化を含めた保全計画の継続的運用方針 

 

１ 情報基盤の整備と活用 

 公共施設管理システム（Cross Point FM）を活用して、施設の基本情報、光熱水費をはじめと

する運営経費、工事履歴や劣化情報を一元管理します。 

 

２ 推進体制等の整備 

 子育て支援施設の所管課である子ども未来課を中心に、マネジメントを実施します。総合管理

計画を所管する経営改善課との情報共有は基より、施設の統廃合や長寿命化の実施にあたっ

て複数課による検討が必要となる場合は、必要に応じて全庁的な体制で対応を図っていきます。 

 

３ フォローアップ 

 本計画は、子育て支援施設の改修や建て替え、統廃合等の方針及び概要を示すものです。

公共施設管理システム（Cross Point FM）を活用し、情報の把握、更新をするとともに、施設の

統廃合や長寿命化の実施にあたっては、他施設の個別施設計画の動向を伺いながら、平準化

を図るなど、実施年次及び個別の事業費を精査します。 

 また、各種補助金、地方債（公共施設等適正管理推進事業債）などの情報把握及び活用を

積極的に行っていきます。 

 

 

❼ 計画策定担当部署 

 

 犬山市 教育部 子ども未来課 TEL：0568-44-0322、0568-44-0324 


